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【工事請負代金毎月部分払用（通常）】            予定価格事後公表試行対象工事適用 

（再度入札の結果、調査基準価格に満たない額で契約する場合） 

建設工事請負契約書の特記条項 

（総則） 

第１条 発注者と受注者は、工事の品質確保や、発注者と受注者のコスト意識の向上、
中小下請け建設業者の経営環境改善等を目的とした工事請負代金毎月部分払（以下
「毎月部分払」という。）を行うために、この建設工事請負契約書の特記条項（以下
「特記契約書」という。）を、同時締結の建設工事請負契約書の条項（以下「請負契
約書」という。）に附加して履行しなければならない。 

 

（対象工事） 

第２条 この特記契約書の対象工事は、次に掲げる工事のうち、発注者が入札条件であ
らかじめ通知したものを対象とする。 

 （１）三重県企業庁低入札価格調査実施要領（以下「低入札価格調査実施要領」とい
う。）第２条に該当する工事で、契約額が調査基準価格に満たない工事 

 （２）発注機関の長が品質の確保等を目的として毎月部分払制度の適用を指定したモ
デル工事 

（３）資金繰りの改善や、適正な下請代金の支払等に資するため、受注者が希望する
工事 

 

（前払金） 

第３条 請負契約書第３４条第１項の「前払金」は、三重県企業庁会計規程（平成１９
年三重県企業庁管理規程第４号。以下「会計規程」という。）第６１条、及び三重県
建設工事執行規則(昭和３９年三重県規則第１６号。以下「工事執行規則」という。)
第１０条の規定に基づき、その限度額を契約金額の１０分の４の額とし、その支払
については、契約時に１０分の１の額を、その後出来高に応じて分割払するものと
する。 

   
（毎月部分払） 

第４条 請負契約書第３４条３項の「中間前払金」及び「部分払」については、請負代
金毎月部分払制度適用時に限り併用できることとし、中間前払金については出来高
に応じて分割払するものとする。 

 

（毎月部分払の回数） 

第５条 請負契約書第３７条第１項の「部分払の回数」は、会計規程第６２条の規定に
基づくほか、対象工事の工期を３０日で除して得た整数から初期月・最終月の２回
を引いた回数を越えないものとして請負契約書に記載するものとする。 

 

（工事内訳・明細書の提出） 

第６条 発注者と受注者が協議の上、受注者が低入札価格調査時に提出した様式 2-1「設
計内訳表」（重点調査にかかるものについては、重点調査様式 2－1「設計内訳表」）
（以下「設計内訳表」という。）により出来高認定が必要と合意した場合は、設計内

（別添３） 
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訳表に照合した「工事内訳・明細書」を受注者が発注者に提出し、請負契約書第３
７条第６項の「部分払金の額」の算出根拠とする。 

 

（毎月部分払の手続） 

第７条 受注者が毎月部分払を請求しようとするときは、以下の①、②、③のいずれか
の方法を選択できるものとする。 

①前払金 10％ ＋ 出来高部分払 
②前払金 10％ ＋ 前払金 15％×２回 ＋ 出来高部分払 
③前払金 10％ ＋ 前払金 15％×２回  

＋ 中間前金払 20％ ＋ 出来高部分払 
   この請求に当たっては、前払金の分割払については、請負契約書第３４条の規定

に定める中間前払金に係る認定手続に準じることとし、工事進捗が既払分の前払金
の額に対し 1.5 倍以上の出来高が認められることを条件とする。また、出来高部分
払については、請負契約書第３７条各項の規定に基づき、次に掲げる計算方式で会
計規程第１７６条関係の出来高認定書（会計規程第７８号様式）及び添付図書等を
作成し、発注者に出来高部分の確認を請求するものとする。なお、出来高認定書の
内訳については、契約書に設計内訳表が添付されている場合は、これに則って算出
するものとし、その内訳数量・金額は、発注者が作成した当該工事の直近の設計書
の内訳数量及び金額の双方を越えないものとして、発注者と受注者が協議するもの
とする。 

 

   支払額＝（契約金額×９／１０－前金支払額）×出来高部分の設計額／設計総額        
－既に支払った部分払額の総額 

 

   ただし、出来高部分の設計金額＝設計総額×出来高額／契約金額 

       出来高額＝設計金額に対応した出来高額（ただし、協議により受注者の
提出した設計内訳表を契約書に添付している場合は、契約書
に添付した設計内訳表に則って算出した出来高部分の額とす
る。） 

       設計総額＝発注者が作成した直近の設計金額 

       契約金額＝直近の契約金額 

 

 ２ 債務負担行為に係る契約にあっては、請負契約書第４０条及び４１条は、特記契
約書第３条から本条第１項までを踏まえ準用することとする。 

 

（確認検査及び毎月部分払額の請求） 

第８条 請負契約書第３７条第３項の「確認をするための検査」は、検査員又は臨時検
査員が行い、毎月部分払額の請求及び支払は同項によるものとする。 

   ただし、前払金の分割払に係る部分については、特記契約書に記す当該工事の専
任監督員及び総括監督員による「前払金にかかる認定」を受け、契約時設定した限
度額の範囲内において毎月部分払額の請求ができるものとし、毎月部分払い額の請
求及び支払は請負契約書第３４条によるものとする。 

 ２ 前払金の分割払による方法によるときは、契約時に前払金分割払による毎月部分
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払計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 
 

 

（契約変更に伴う毎月部分払） 

第９条 受注者は、請負契約書に基づく契約変更を行う場合にあって、受注者の作成し
た設計内訳表により出来高認定が必要と合意しているときは、発注者と受注者が協
議のうえ変更工事費内訳書を作成して変更契約書に添付することとし、契約変更後
の毎月部分払は当該変更契約書をもって特記契約書第３条から第８条までを準用す
る。 

 

（下請負人への支払い） 

第１０条 受注者は、建設業法第２４条の３の規定に基づき下請負人に対して請負代金
を遅滞無く支払うものとする。 

 ２ 受注者は、前項の下請負人への請負代金の支払を行った場合は、請負代金支払状況
報告を遅滞なく監督員に提出しなければならない。 

 

（毎月部分払の効果の検証） 

第１１条 特記契約書第２条第２号に該当するモデル工事にあっては、発注者及び受注
者は毎月部分払制度の効果を検証することとし、受注者は発注者が求める事項を報
告しなければならない。 


